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衆議院安全保障委員会ニュース 

平成 27.4.24 第 189回国会第９号 

 

4月 24日（金）、 第９回の委員会が開かれました。 

 

１ 防衛省設置法等の一部を改正する法律案（内閣提出第 33号） 

・中谷防衛大臣、加藤内閣官房副長官、左藤防衛副大臣、うえの国土交通大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行

いました。 

 

（質疑者及び主な質疑内容）

小 川 淳 也君（民主） 

・中谷防衛大臣は「文官統制」の存在を否定しているが、

我が国の戦後の特異な状況下で一定程度「文官統制」が

あったと認めるべきではないのか。 

・本改正が成立すれば幕僚長等の自衛官が国会の求めに応

じて政府参考人として委員会等に出席すべきと考えるが、

中谷防衛大臣の見解を伺いたい。 

・新設予定の防衛装備庁に配属される自衛官の人事につい

て、防衛大臣は防衛装備庁長官の意見を尊重するという

規定は防衛大臣の人事権を不当に制約すると考えるが、

中谷防衛大臣の見解を伺いたい。 

 

大 串 博 志君（民主） 

・実際の部隊運用業務の統合幕僚監部への一元化により防

衛大臣が各幕僚長に対して行う部隊運用に関する指示の

起案者が運用企画局長から統合幕僚長に変更になるが、

この変更を今行われなければならない理由を中谷防衛大

臣に伺いたい。 

・実際の部隊運用業務の統合幕僚監部への一元化後は、防

衛大臣が各幕僚長に対して行う部隊運用に関する指示の

起案者が運用企画局長から統合幕僚長に変更になり、内

部部局の権限が弱まることを補うために、防衛省設置法

第８条を改正して内部部局の総合調整機能を明確にする

こととしたのではないのか、中谷防衛大臣の見解を伺い

たい。 

・実際の部隊運用業務の統合幕僚監部への一元化後は、統

合幕僚長が部隊運用に関する国会答弁を行うべきではな

いのか、中谷防衛大臣の見解を伺いたい。 

 

緒 方 林太郎君（民主） 

・文官統制の根拠とされている防衛省設置法第 12 条の改

正により防衛大臣が行う部隊運用に関する指示や承認へ

の補佐の法的根拠や法的作用は変更されると考えてよい

のか、中谷防衛大臣の見解を伺いたい。 

・官房長及び局長と各幕僚長の関係が悪化して、両者の大

臣補佐の調整・吻合が機能しない場合、防衛大臣自身が

調整・吻合を行わなければならなくなり、過重な負担に

なるのではないのか、中谷防衛大臣に伺いたい。 

・防衛大臣を補佐するに当たり、官房長及び局長と各幕僚

長の主張が対立し、官房長及び局長が防衛省設置法第８

条に追加される内部部局の総合調整を根拠に、政策的見

地からの補佐を優先させるよう求めた場合、両者の間で

権限争いが生じるのではないのか、中谷防衛大臣に伺い

たい。 

 

吉 村 洋 文君（維新） 

・現在、装備調達に関わっている各部署を連携させる枠組

みを構築すれば、あえて外局として防衛装備庁を新設し

なくても、ライフサイクルを通じたプロジェクト管理と

いう目的は達成されるのではないのか、中谷防衛大臣の

見解を伺いたい。 

・装備調達受注の上位 10 社が額及び件数ともに高い比率

を占めている現状を踏まえ、調達担当者と特定企業が癒

着しない方策を検討すべきと考えるが、中谷防衛大臣の

見解を伺いたい。 

・平成 25年 8月 30日の「防衛省改革の方向性」で示され

た防衛装備庁に対する監査機能の強化にどのように取り

組むのか、中谷防衛大臣に伺いたい。 

 

下 地 幹 郎君（維新） 

・「文官統制」の存在を認めた上で、今回の防衛省設置法

第 12 条の改正でそれをなくすと説明した方が国民及び

自衛隊員の理解を得られやすいと考えるが、中谷防衛大

臣の見解を伺いたい。 

・本年、航空自衛隊Ｆ－１５戦闘機が那覇基地に追加配備

され、那覇空港の騒音が増加することを踏まえ、国土交

通省と防衛省が連携して同空港周辺の防音対策事業等を

実施すべきと考えるが、中谷防衛大臣の見解を伺いたい。 

・3 月 26 日の安全保障委員会で、中谷防衛大臣は、普天
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本ニュースは、速報性を重視した概要版として事務局において作成しているものです。 

詳細な内容については会議録を御参照ください。 

間飛行場の５年以内の「運用停止」とは「飛行機が飛ば

ないということ」と答弁したが、現実的に不可能であり、

発言を撤回すべきと考えるが、同大臣の見解を伺いたい。 

 

赤 嶺 政 賢君（共産） 

・中国と南シナ海の島嶼の領有権を争うＡＳＥＡＮ諸国に

日本が武器輸出を進めることは、地域の緊張をより高め

ることになると考えるが、中谷防衛大臣の見解を伺いた

い。 

・防衛装備・技術を外国に移転する際の当該国への資金援

助について、政府はどのような検討を行っているのか、

防衛省に伺いたい。 

・戦争の放棄等を定める日本国憲法第９条の下で、防衛省

設置法第 12 条の改正は許されないと考えるが、中谷防

衛大臣の見解を伺いたい。 

 

照 屋 寛 徳君（社民） 

・防衛省設置法第 12 条と各幕僚長の職務を定める自衛隊

法第９条との関係や官房長及び局長と各幕僚長における

大臣補佐機能の在り方について、中谷防衛大臣の見解を

伺いたい。 

・防衛省設置法第 12 条の改正及び実際の部隊運用に関す

る業務の統合幕僚監部への一元化により、自衛官の影響

力が格段に強まるのではないのか、中谷防衛大臣に伺い

たい。 

・現状でも自衛隊機と民間機が共用し滑走路が混雑してい

る那覇空港において、航空自衛隊Ｆ－１５戦闘機追加配

備後の民間航空機の安全確保はどのように行うつもりな

のか、中谷防衛大臣に伺いたい。 

 

 


